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１  基本的な考え方   

本市では、平成２８年１０月に戸田市男女共同参画推進条例（平成２８

年条例第３２号）を制定し、基本理念の一つとして「性別、性的指向、性

自認による差別的な取扱いや暴力を根絶し、誰もが、個人として尊重され

ること」を掲げています。   

性自認とは、性の自己認識（こころの性）のことを指し、必ずしも生物

学的な性（からだの性）と一致しているわけではありません。こころとか

らだの性が一致せず、自己の性に対する違和感等を持っていることで、社

会生活に支障をきたしたり、差別や偏見に苦しんだりする人々がいるのが

現状です。   

このような点を踏まえ、性的マイノリティ（ LGBTQ）への配慮のため、

申請書等の性別欄の見直しを行います。   

 

２  性的マイノリティへの配慮   

申請書等における性別欄については、性自認と異なる性別を記入しなけ

ればならないことや、記載された性別と外見の違和感から性別確認を必要

以上にされることなどを理由として、性的マイノリティにとって強い抵抗

や大きな負担となることがあります。   

したがって、申請書等における性別欄について、自治体において性的マ

イノリティへの配慮が必要です。   

 

３  個人情報の保護  

 性別は、個人情報の一つであって、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）において、特定された利用目的の達成に必要な範囲

を超えて、個人情報を保有してはならない旨が規定されています。  

個人情報保護の観点からも必要性のない性別情報の収集は行うべきでは

ありません。  

 

４  見直しの具体例（市民向けアンケート等任意の帳票を含む。）   

性別欄を見直す際は、 (1)から (3)までに掲げるような対応が必要です。   

なお、法令等で様式が定められているなど、性別欄を見直すことができ



ない場合は、窓口の対応等において、十分な配慮を行う必要があります。   

(1) 業務上、性別情報の収集が必要ない場合、性別欄は削除する。   

(2) 性別ごとの統計を実施するなど、業務上、性別情報の収集が必要な場

合は、以下の対応等を実施する。   

ア  性別【男性・女性・（  ）・回答しない】記入は任意です。   

※選択を必須とせず、回答しない選択肢を設ける。   

イ  性別（  ）   

※性別欄の性別を自由記載とする。   

ウ  性別【男性・女性】   

〇〇の理由により、戸籍上の性別を記入してください。   

※戸籍上の性別を記入する必要がある場合は、理由とともにその旨  

を記載する。   

(3) 性別を記載する必要がある様式（本人に配布するもの）の場合、書面

の裏面に性別を記載するなどの工夫を行う。   

 

５  用語説明   

(1) 申請書等   

市が本人に性別の記載を求めるもの（申請書、アンケート等）及び市が

本人に性別を記載して交付するもの（通知書等）。   

(2) 性的マイノリティ   

同性又は両性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、または性同

一性障がいの人など、性的指向や性自認において少数者である人々のこと

をいいます。   

(3) 性的指向、性自認   

性的指向とは、人の恋愛・性愛がどのような対象に向かうのかを示す概

念のことをいいます。性自認とは、自分の性をどのように認識しているの

かなどを示す概念のことをいいます。   

性的指向（ Sexual Orientation）と性自認（ Gender Identity）は、頭

文字をとって「 SOGI」（ソジまたはソギ）と略称され、特定の性的指向や

性自認の人のみを対象とする表現ではなく、異性愛者なども含め全ての人

が持っている属性のことをいいます。  

(4) LGBTQ  

LGBTQとは、性的マイノリティを表す総称のひとつです。レズビアン

（ Lesbian）＝女性同性愛者、ゲイ（ Gay）＝男性同性愛者、バイセクシュ



アル（ Bisexual）＝両性愛者、トランスジェンダー（ Transgender）＝性

同一性障がい等でこころとからだの性が一致しない人、クエスチョニング

（ Questioning）＝性的指向や性自認が定まっていない人、クィア

（ Queer）＝社会通念（もしくは性別規範）に縛られない性のあり方を包

括的に表す言葉の頭文字をとっています。   

 

附  則   

この方針は、令和６年１月２９日から施行する。  


